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第
13
回 
「
安
全
確
保
義
務
」

 
に
つい
て

法務の窓口
　
昨
年
は
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
事
故
や
中
国
で
の
遭
難
事
故
の
発

生
等
を
通
じ
「
旅
行
の
安
全
」
に
つ
き
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た

年
で
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
旅
行
業
者
が
負
う
「
安
全
確
保

義
務
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
安
全
確
保
義
務
」
と
は
、
ど
こ
に

書
い
て
あ
る
の
？ 

　
「
安
全
確
保
義
務
」
の
記
載
は
、
旅
行
業
法
に
も
標
準
旅
行

業
約
款
募
集
（
受
注
）
型
企
画
旅
行
契
約
の
部
（
以
下
、「
約
款
」

と
い
い
ま
す
）
の
中
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
過
去
の
裁
判

を
通
じ
て
裁
判
所
が
書
い
た
判
決
文
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
の

で
す
。
さ
て
、
昭
和
59
年
と
昭
和
61
年
に
パ
キ
ス
タ
ン
お
よ
び

台
湾
に
て
、
相
次
い
で
、（
当
時
の
）
主
催
旅
行
実
施
中
に
2

件
の
バ
ス
事
故
が
発
生
し
、
多
く
の
お
客
様
の
尊
い
命
を
失
う

結
果
と
な
り
ま
し
た
（
事
故
の
原
因
は
い
ず
れ
も
運
転
手
の
運

転
ミ
ス
等
に
よ
る
も
の
で
し
た
）。
そ
の
後
、こ
の
事
故
に
遭
っ

た
お
客
様
か
ら
旅
行
業
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
が

成
さ
れ
、
結
局
こ
れ
ら
の
裁
判
は
2
件
と
も
、
お
客
様
の
請
求

は
棄
却
さ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
裁
判
の
中
で
、裁
判
所
は
、

旅
行
業
者
の
「
安
全
確
保
義
務
」
の
存
在
に
つ
い
て
示
し
た
の

で
す
。
つ
ま
り
、「
契
約
関
係
に
あ
る
当
事
者
は
、
そ
の
義
務

の
履
行
に
つ
い
て
は
、
相
互
に
相
手
方
の
信
頼
に
応
え
る
よ
う

に
誠
実
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
旅
行
契
約
に
お
け
る
旅
行

業
者
の
主
要
な
義
務（「
手
配
完
成
義
務
」や「
旅
程
管
理
義
務
」）

を
履
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
に
附
随
し
て
行
う
信
義
則

上
の
義
務
と
し
て
「
安
全
確
保
義
務
」
が
あ
る
。」
と
判
示
し

た
の
で
す
。
ま
た
、
こ
の
「
安
全
確
保
義
務
」
は
、
旅
行
業
者

に
よ
っ
て
旅
行
が
企
画
さ
れ
る
と
き
か
ら
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の

手
配
時
、
さ
ら
に
は
旅
行
中
ま
で
通
し
て
存
在
す
る
と
も
判
示

し
ま
し
た
（
昭
和
63
年
お
よ
び
平
成
元
年
東
京
地
裁
）。
と
こ

ろ
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
な
さ
れ
て
約
25
年
経
過
し
た
本
年
4

月
に
、
三
度
、
東
京
地
裁
に
て
平
成
18
年
に
発
生
し
た
企
画
旅

行
実
施
中
の
ト
ル
コ
で
の
バ
ス
事
故
に
関
す
る
旅
行
業
者
へ
の

損
害
賠
償
請
求
事
件
の
裁
判
が
あ
り
、こ
の
判
決
文
の
中
で
も
、

裁
判
所
は
、
上
記
2
件
の
裁
判
の
と
き
と
全
く
同
じ
考
え
方
を

採
り
、
繰
り
返
し
、
旅
行
業
者
の
「
安
全
確
保
義
務
」
の
存
在

を
示
し
て
い
ま
す
。

「
安
全
確
保
義
務
」
の
内
容
と
は
？

　
例
え
ば
「
旅
程
管
理
義
務
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
旅
行
業

法
施
行
規
則
第
32
条
に
4
つ
の
措
置
が
、
ま
た
、
約
款
で
も
募

集
型
は
第
23
、
受
注
型
は
24
条
に
具
体
的
な
内
容
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
「
安
全
確
保
義
務
」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の

通
り
、
過
去
の
バ
ス
事
故
等
に
係
る
裁
判
を
通
じ
た
裁
判
所
の

判
決
文
の
中
で
し
か
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
回
は
、

東
京
地
裁
の
判
決
文
の
中
で
書
か
れ
た
バ
ス
事
故
に
絡
ん
だ

「
安
全
確
保
義
務
」
の
内
容
の
概
要
に
つ
き
、
特
に
重
要
だ
と

思
わ
れ
る
以
下
の
3
点
に
絞
っ
て
抜
粋
し
て
み
ま
し
た
。

⒈
「
安
全
な
旅
行
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
を
選
定
す
る
義
務
」・
・

旅
行
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
、
旅
行
目
的
地
、
旅
行
日
程
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
提
供
機

関
の
選
択
等
に
関
し
、
あ
ら
か
じ
め
十
分
に
調
査・検
討
し
、

専
門
業
者
と
し
て
の
合
理
的
な
判
断
を
し
、
ま
た
、
契
約

内
容
の
実
施
に
関
し
、
遭
遇
す
る
危
険
を
排
除
す
べ
く
合

理
的
な
措
置
を
と
る
べ
き
義
務（
安
全
確
保
義
務
）が
あ
る
。

⒉
「
安
全
な
旅
行
行
程
を
設
定
す
る
義
務
」・
・
旅
行
行
程
設

定
時
に
は
、「
安
全
な
旅
行
行
程
を
設
定
す
る
義
務
」
が
あ

り
「
危
険
排
除
義
務
」
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
、
旅
行
の
目

的
地
及
び
日
程
、
移
動
手
段
等
の
選
択
に
伴
う
特
有
の
危
険

（
伝
染
病
・
洪
水
・
土
砂
崩
れ
等
）
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は

予
め
そ
の
危
険
を
除
去
す
る
手
段
を
講
じ
、
ま
た
は
旅
行

者
に
そ
の
旨
を
告
知
し
て
旅
行
者
自
ら
そ
の
危
険
に
対
処

す
る
機
会
を
与
え
る
等
の
合
理
的
な
措
置
を
採
る
べ
き
。

⒊
（
添
乗
員
が
同
行
す
る
際
の
）「
添
乗
員
の
旅
行
者
の
安
全

を
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
行
う
義
務
」・
・
車
体

の
老
朽
化
等
、
外
観
か
ら
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
危
険

で
あ
る
と
明
白
に
判
断
し
得
る
際
に
は
こ
の
バ
ス
を
使
用

さ
せ
な
い
措
置
を
採
る
こ
と
。
酩
酊
運
転
、
著
し
い
ス
ピ
ー

ド
違
反
運
転
ま
た
は
交
通
規
則
の
継
続
的
無
視
の
よ
う
な

乱
暴
運
転
等
事
故
を
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
運
転
が
さ
れ

て
い
る
と
き
に
は
こ
の
運
転
を
止
め
さ
せ
る
た
め
の
措
置

を
採
る
こ
と
。
台
風
や
豪
雨
等
の
一
見
し
て
危
険
と
分
か

る
天
候
と
な
っ
た
と
き
に
旅
程
変
更
の
措
置
を
採
る
こ
と
。

「
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の
推
進
を

　
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
、
そ
れ
は
事
故
防
止
の
た
め
企
画
旅
行

を
実
施
す
る
旅
行
会
社
と
し
て
、
社
を
挙
げ
た
経
営
の
問
題
と

し
て
の「
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」の
体
制
作
り
で
す
。
以
上
につ
き
、

そ
の
た
め
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　
　
（
服
部
）
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